
 

○ 長岡市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線部分は変更部分） 

変  更  後 変  更  前 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街

地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］（略） 

［２］具体的事業の内容 

（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業（77ページ～80ページ） 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

ＪＲ長岡駅大手口駅前広

場再整備事業 

●内容 

ＪＲ長岡駅東口にエスカ

レーターを新設するとと

もに、駅東西自由通路を

大手口側に延伸し、ペデ

ストリアンデッキを整備

する。 

●実施時期 

平成18年度～22年度 

長岡市 ＪＲ長岡駅にエスカレーターやペ

デストリアンデッキを整備し、駅周

辺のアクセス性を高めることによ

り、鉄道・バス等の公共交通機関の

利用者及び長岡駅の東西を往来する

歩行者の利便性の向上を図る。 

公共交通の結節点であり、本市の

玄関口となるＪＲ長岡駅の利便性を

高める本事業は、まちに来る人を増

やすことを目標とする中心市街地の

活性化に必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成18年度～

22年度 

 

●事業名 

ＪＲ長岡駅大手口地下自

転車駐車場整備事業 

●内容 

ＪＲ長岡駅大手口に自転

車駐車場を整備する。 

●実施時期 

平成18年度～22年度 

長岡市 ＪＲ長岡駅前に自転車駐車場を整

備することにより、自転車利用者の

利便性を向上させるとともに、災害

対応や歩行者の通行に支障となる放

置自転車の解消を図る。 

駅から至便の距離に自転車駐車場

を整備する本事業は、まちに来る人

を増やすことを目標とする中心市街

地の活性化に必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成18年度～

22年度 

 

●事業名 

大手通中央東地区第一種

市街地再開発事業 

●内容 

業務施設、商業施設、ま

ちなか型市役所、まちな

かキャンパス、集合住宅

等の整備を市街地再開発

事業で行う。 

大手通中央

東地区市街

地再開発組

合 

業務施設、商業施設、まちなか型

市役所、新たな学びと交流の場とな

るまちなかキャンパス、集合住宅等

を整備することにより、街区の機能

更新、高度利用に併せ、中心市街地

全体への波及効果を生み出す。 

多くの利用者が見込まれるまちな

かキャンパスや、まちなか居住に寄

与する集合住宅を整備する本事業

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成18年度 

～22年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街

地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］（略） 

［２］具体的事業の内容 

（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業（77ページ～80ページ） 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

ＪＲ長岡駅大手口駅前広

場再整備事業 

●内容 

ＪＲ長岡駅東口にエスカ

レーターを新設するとと

もに、駅東西自由通路を

大手口側に延伸し、ペデ

ストリアンデッキを整備

する。 

●実施時期 

平成18年度～22年度 

長岡市 ＪＲ長岡駅にエスカレーターやペ

デストリアンデッキを整備し、駅周

辺のアクセス性を高めることによ

り、鉄道・バス等の公共交通機関の

利用者及び長岡駅の東西を往来する

歩行者の利便性の向上を図る。 

公共交通の結節点であり、本市の

玄関口となるＪＲ長岡駅の利便性を

高める本事業は、まちに来る人を増

やすことを目標とする中心市街地の

活性化に必要な事業である。 

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成18年度～

22年度 

 

●事業名 

ＪＲ長岡駅大手口地下自

転車駐車場整備事業 

●内容 

ＪＲ長岡駅大手口に自転

車駐車場を整備する。 

●実施時期 

平成18年度～22年度 

長岡市 ＪＲ長岡駅前に自転車駐車場を整

備することにより、自転車利用者の

利便性を向上させるとともに、災害

対応や歩行者の通行に支障となる放

置自転車の解消を図る。 

駅から至便の距離に自転車駐車場

を整備する本事業は、まちに来る人

を増やすことを目標とする中心市街

地の活性化に必要な事業である。 

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成18年度～

22年度 

 

●事業名 

大手通中央東地区第一種

市街地再開発事業 

●内容 

業務施設、商業施設、ま

ちなか型市役所、まちな

かキャンパス、集合住宅

等の整備を市街地再開発

事業で行う。 

大手通中央

東地区市街

地再開発組

合 

業務施設、商業施設、まちなか型

市役所、新たな学びと交流の場とな

るまちなかキャンパス、集合住宅等

を整備することにより、街区の機能

更新、高度利用に併せ、中心市街地

全体への波及効果を生み出す。 

多くの利用者が見込まれるまちな

かキャンパスや、まちなか居住に寄

与する集合住宅を整備する本事業

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成18年度 

～22年度 
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●実施時期 

平成18年度～22年度 

は、まちに来る人やまちに住む人、

まちで働く人を増やすことを目標と

する中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

 

●事業名 

市道整備事業（厚生会館

地区） 

 

●内容 

シティホール周辺の道路

を整備する。 

 

●実施時期 

平成21年度～22年度 

長岡市 シティホール周辺の道路を整備す

ることにより、シティホールへのア

クセス性の向上を図る。 

駐車場利用者の利便性を高めると

ともに、歩行者の安全性を高める本

事業は、まちに来る人を増やすこと

を目標とする中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

 

●実施時期 

平成21年度～

22年度 

 

●事業名 

大手通表町地区市街地再

開発事業 

●内容 

商業、業務、居住機能等

の整備を市街地再開発事

業で行う。 

●実施時期 

平成22年度 

市街地再開

発組合 

商業、業務、居住機能等を整備す

ることにより、街区の機能更新、高

度利用に併せ、中心市街地全体への

波及効果を生み出す。 

商業、業務施設等を整備する本事

業は、まちに来る人を増やすことを

目標とする中心市街地の活性化に必

要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

 

●実施時期 

平成22年度 

 

●事業名 

事業効果検証分析調査及

びまちづくり方策検討調

査事業 

 

●内容 

都市再生整備計画に基づ

き実施する事業の事業効

果の分析を行う。 

 

●実施時期 

平成22年度 

 

長岡市 都市再生整備計画に基づき実施す

る事業の事業効果の分析を行い、持

続的なまちづくり方策を検討する。 

今後のまちづくりに向けた事業効

果の分析と評価を行うことにより、

より効率的で質の高い行政サービス

の提供をする本事業は、まちに来る

人、まちに住む人、まちで働く人を

増やすことを目標とする中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

 

●実施時期 

平成22年度 

 

●実施時期 

平成18年度～22年度 

は、まちに来る人やまちに住む人、

まちで働く人を増やすことを目標と

する中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

 

●事業名 

市道整備事業（厚生会館

地区） 

 

●内容 

シティホール周辺の道路

を整備する。 

 

●実施時期 

平成21年度～22年度 

長岡市 シティホール周辺の道路を整備す

ることにより、シティホールへのア

クセス性の向上を図る。 

駐車場利用者の利便性を高めると

ともに、歩行者の安全性を高める本

事業は、まちに来る人を増やすこと

を目標とする中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

●支援措置 

まちづくり交

付金 

 

●実施時期 

平成21年度～

22年度 

 

●事業名 

大手通表町地区市街地再

開発事業 

●内容 

商業、業務、居住機能等

の整備を市街地再開発事

業で行う。 

●実施時期 

平成22年度 

市街地再開

発組合 

商業、業務、居住機能等を整備す

ることにより、街区の機能更新、高

度利用に併せ、中心市街地全体への

波及効果を生み出す。 

商業、業務施設等を整備する本事

業は、まちに来る人を増やすことを

目標とする中心市街地の活性化に必

要な事業である。 

●支援措置 

まちづくり 

交付金 

 

●実施時期 

平成22年度 

 

●事業名 

事業効果検証分析調査及

びまちづくり方策検討調

査事業 

 

●内容 

都市再生整備計画に基づ

き実施する事業の事業効

果の分析を行う。 

 

●実施時期 

平成22年度 

 

長岡市 都市再生整備計画に基づき実施す

る事業の事業効果の分析を行い、持

続的なまちづくり方策を検討する。 

今後のまちづくりに向けた事業効

果の分析と評価を行うことにより、

より効率的で質の高い行政サービス

の提供をする本事業は、まちに来る

人、まちに住む人、まちで働く人を

増やすことを目標とする中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

●支援措置 

まちづくり 

交付金 

 

●実施時期 

平成22年度 

 

- 2 - 



●事業名 

中心市街地再開発事業化

検討調査事業 

 

●内容 

民間事業者・組合等に

よる市街地再開発事業を

促進するため、地元代表

者、有識者等で構成する

研究会を開催するととも

に、事業化の検討を行う。 

 

●実施時期 

平成19年度～22年度 

長岡市 民間事業者・組合等による市街地

再開発事業を促進するため、地元代

表者、有識者等で構成する研究会を

開催するとともに、事業化の検討を

行う。 

効率的な土地利用と都市機能の集

積により、中心市街地全体の活性化

を図る本事業は、まちに来る人、ま

ちに住む人、まちで働く人を増やす

ことを目標とする中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

 

●実施時期 

平成19年度 

～22年度 

 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

大手通中央西地区第一種

市街地再開発事業 

●内容 

商業施設、集合住宅、子

育て支援施設等の整備を

市街地再開発事業で行

う。 

●実施時期 

平成17年度～22年度 

個人施行者

協同組合丸

専 

商業施設、集合住宅、子育て支援

施設等を整備することにより、街区

の機能更新、高度利用に併せ、中心

市街地全体への波及効果を生み出

す。 

一時保育も可能な子育て支援施設

や、まちなか居住に寄与する集合住

宅を整備する本事業は、まちに来る

人やまちに住む人、まちで働く人を

増やすことを目標とする中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（地域住宅計

画） 

●実施時期 

平成17年度 

～22年度 

 

●事業名 

バリアフリー歩行者空間

ネットワーク整備事業

（長岡駅周辺地区） 

●内容 

歩車道の段差解消、横断

勾配改善、視覚障害者誘

導用ブロックの設置、ス

ムース横断歩道の設置を

行う。 

●実施時期 

平成16年度～ 

長岡市 歩道をバリアフリー化することに

より、高齢者、車椅子やベビーカー

の利用者、障害者などだれもが安全

に歩行できる歩行者空間の実現を図

るとともに、中心市街地における回

遊性を高める。 

高齢化が進展する中心市街地にお

いて、だれもが安全かつ快適に移動

できるようにする本事業は、まちに

来る人やまちに住む人を増やすこと

を目標とする中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（地域活力基

盤創造計画）

●実施時期 

平成16年度 

～ 

 

●事業名 

中心市街地再開発事業化

検討調査事業 

 

●内容 

民間事業者・組合等に

よる市街地再開発事業を

促進するため、地元代表

者、有識者等で構成する

研究会を開催するととも

に、事業化の検討を行う。

 

●実施時期 

平成19年度～22年度 

長岡市 民間事業者・組合等による市街地

再開発事業を促進するため、地元代

表者、有識者等で構成する研究会を

開催するとともに、事業化の検討を

行う。 

効率的な土地利用と都市機能の集

積により、中心市街地全体の活性化

を図る本事業は、まちに来る人、ま

ちに住む人、まちで働く人を増やす

ことを目標とする中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

●支援措置 

まちづくり 

交付金 

 

●実施時期 

平成19年度 

～22年度 

 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

大手通中央西地区第一種

市街地再開発事業 

●内容 

商業施設、集合住宅、子

育て支援施設等の整備を

市街地再開発事業で行

う。 

●実施時期 

平成17年度～22年度 

個人施行者

協同組合丸

専 

商業施設、集合住宅、子育て支援

施設等を整備することにより、街区

の機能更新、高度利用に併せ、中心

市街地全体への波及効果を生み出

す。 

一時保育も可能な子育て支援施設

や、まちなか居住に寄与する集合住

宅を整備する本事業は、まちに来る

人やまちに住む人、まちで働く人を

増やすことを目標とする中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

●支援措置 

地域住宅交付

金 

●実施時期 

平成17年度 

～22年度 

 

●事業名 

バリアフリー歩行者空間

ネットワーク整備事業

（長岡駅周辺地区） 

●内容 

歩車道の段差解消、横断

勾配改善、視覚障害者誘

導用ブロックの設置、ス

ムース横断歩道の設置を

行う。 

●実施時期 

平成16年度～ 

長岡市 歩道をバリアフリー化することに

より、高齢者、車椅子やベビーカー

の利用者、障害者などだれもが安全

に歩行できる歩行者空間の実現を図

るとともに、中心市街地における回

遊性を高める。 

高齢化が進展する中心市街地にお

いて、だれもが安全かつ快適に移動

できるようにする本事業は、まちに

来る人やまちに住む人を増やすこと

を目標とする中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

●支援措置 

道路事業 

（交通安全施

設 等 整 備 事

業） 

●実施時期 

平成16年度 

～ 
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●事業名 

柿川広域河川改修事業 

●内容 

柿川の河道改修（河床掘

削）及び放水路新設を行

う。 

●実施時期 

平成20年度～34年度 

新潟県 中心市街地を貫流する柿川の治水

安全度を向上させることにより、安

心・安全な中心市街地の形成を図る。 

各種都市福利施設、店舗や住宅が

密集する中心市街地を、だれもが安

心して訪れ、安全に暮らせるように

する本事業は、まちに来る人や住む

人を増やすことを目標とする中心市

街地の活性化に必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（広域河川改

修事業） 

●実施時期 

平成20年度 

～ 

 

（３） 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

長町一丁目地区街なみ環

境整備事業 

●内容 

まち並み形成のための道

路の美装化、地域の歴史

を紹介する施設の建設な

どを実施する。 

●実施時期 

平成15年度～21年度 

長岡市 河井継之助記念館を基点として、

まち並み形成のための道路の美装

化などを実施することにより、観光

客を中心とした来街者の回遊性を

向上させるとともに、地域のまちづ

くり活動の推進を図る。 

地域の歴史・文化資源を活用して

まちの魅力を高める本事業は、まち

に来る人を増やすことを目標とす

る中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

●支援措置 

街なみ環境整

備事業 

●実施時期 

平成16年度 

～21年度 

 

（４）（略） 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］（略） 

［２］具体的事業の内容 

（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業（83ページ～87ページ） 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

長岡市公会堂（仮称）整

備事業 

●内容 

厚生会館地区にアリー

ナ、文化ホール等を整備

する。 

●実施時期 

長岡市 「長岡市公会堂」の時代から市民

に親しまれている厚生会館地区に、

アリーナ、文化ホール等を整備する

ことにより、市民の多様な活動の場

を提供するとともに、賑わいの創出

を図る。 

老朽化した厚生会館の施設を更新

し、大規模なイベントから日常のサ

ークル活動まで様々な用途に対応で

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 

 

●事業名 

柿川広域河川改修事業 

●内容 

柿川の河道改修（河床掘

削）及び放水路新設を行

う。 

●実施時期 

平成20年度～34年度 

新潟県 中心市街地を貫流する柿川の治水

安全度を向上させることにより、安

心・安全な中心市街地の形成を図る。 

各種都市福利施設、店舗や住宅が

密集する中心市街地を、だれもが安

心して訪れ、安全に暮らせるように

する本事業は、まちに来る人や住む

人を増やすことを目標とする中心市

街地の活性化に必要な事業である。 

●支援措置 

河川整備（広

域河川改修事

業） 

●実施時期 

平成20年度 

～ 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

長町一丁目地区街なみ環

境整備事業 

●内容 

まち並み形成のための道

路の美装化、地域の歴史

を紹介する施設の建設な

どを実施する。 

●実施時期 

平成15年度～25年度 

長岡市 河井継之助記念館を基点として、

まち並み形成のための道路の美装

化などを実施することにより、観光

客を中心とした来街者の回遊性を

向上させるとともに、地域のまちづ

くり活動の推進を図る。 

地域の歴史・文化資源を活用して

まちの魅力を高める本事業は、まち

に来る人を増やすことを目標とす

る中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

●支援措置 

街なみ環境整

備事業 

●実施時期 

平成16年度 

～25年度 

 

（４）（略） 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］（略） 

［２］具体的事業の内容 

（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業（83ページ～87ページ） 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

長岡市公会堂（仮称）整

備事業 

●内容 

厚生会館地区にアリー

ナ、文化ホール等を整備

する。 

●実施時期 

長岡市 「長岡市公会堂」の時代から市民

に親しまれている厚生会館地区に、

アリーナ、文化ホール等を整備する

ことにより、市民の多様な活動の場

を提供するとともに、賑わいの創出

を図る。 

老朽化した厚生会館の施設を更新

し、大規模なイベントから日常のサ

ークル活動まで様々な用途に対応で

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 
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平成20年度～22年度 きる施設を整備する本事業は、まち

に来る人やまちで活動する人を増や

すことを目標とする中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

●事業名 

宝田広場整備事業、長岡

セントラル広場整備事業 

（略） （略） （略） （略） 

● 事業名 

屋根付き広場等整備事業 

●内容 

一年を通じて様々な活動

に利用できる屋根付き広

場を厚生会館地区に整備

する。 

 

●実施時期 

平成21年度～22年度 

長岡市 夏季は高温多湿、冬季は降雪の多

い本市の中心市街地に、多目的アリ

ーナ及び市庁舎と一体となった屋根

付きの開放的な広場を整備すること

により、「ハレ」のイベントから日

常的な行事まで、様々な活動の展開

を図る。 

梅雨の季節や降雪期でも利用でき

る屋根付きの開放的な広場を整備す

る本事業は、まちに来る人やまちで

活動する人を増やすことを目標とす

る中心市街地の活性化に必要な事業

である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成21年度～

22年度 

 

●事業名 

市民活動ホール（仮称）

整備事業 

●内容 

厚生会館地区に市民活動

ホール（仮称）を整備す

る。 

●実施時期 

平成20年度～22年度 

長岡市 様々な交流と情報発信の拠点とし

て、市民の創意工夫により自由に活

用できる市民活動ホール（仮称）を

厚生会館地区に整備する。 

中心市街地において、だれもが気

軽に利用できる市民活動の場を提供

する本事業は、まちに来る人やまち

で活動する人を増やすことを目標と

する中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 

 

●事業名 

厚生会館地区市役所事務

機能整備事業 

●内容 

市役所機能の一部を中心

市街地の厚生会館地区に

配置する。 

●実施時期 

平成20年度～22年度 

長岡市 公共交通の結節点であり、多くの

市民にとって訪れやすい中心市街地

の厚生会館地区に市役所機能の一部

を移転することにより、より便利で、

市民に開かれた、次世代に誇れる新

しい市役所の実現を図る。 

「まちなか型公共サービス」の拠

点である市役所機能の一部を厚生会

館地区に配置する本事業は、まちに

来る人やまちで働く人を増やすこと

を目標とする中心市街地の活性化に

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 

 

平成20年度～22年度 きる施設を整備する本事業は、まち

に来る人やまちで活動する人を増や

すことを目標とする中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

●事業名 

宝田広場整備事業、長岡

セントラル広場整備事業

（略） （略） （略） （略） 

● 事業名 

屋根付き広場等整備事業

●内容 

一年を通じて様々な活動

に利用できる屋根付き広

場を厚生会館地区に整備

する。 

 

●実施時期 

平成21年度～22年度 

長岡市 夏季は高温多湿、冬季は降雪の多

い本市の中心市街地に、多目的アリ

ーナ及び市庁舎と一体となった屋根

付きの開放的な広場を整備すること

により、「ハレ」のイベントから日

常的な行事まで、様々な活動の展開

を図る。 

梅雨の季節や降雪期でも利用でき

る屋根付きの開放的な広場を整備す

る本事業は、まちに来る人やまちで

活動する人を増やすことを目標とす

る中心市街地の活性化に必要な事業

である。 

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成21年度～

22年度 

 

●事業名 

市民活動ホール（仮称）

整備事業 

●内容 

厚生会館地区に市民活動

ホール（仮称）を整備す

る。 

●実施時期 

平成20年度～22年度 

長岡市 様々な交流と情報発信の拠点とし

て、市民の創意工夫により自由に活

用できる市民活動ホール（仮称）を

厚生会館地区に整備する。 

中心市街地において、だれもが気

軽に利用できる市民活動の場を提供

する本事業は、まちに来る人やまち

で活動する人を増やすことを目標と

する中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 

 

●事業名 

厚生会館地区市役所事務

機能整備事業 

●内容 

市役所機能の一部を中心

市街地の厚生会館地区に

配置する。 

●実施時期 

平成20年度～22年度 

長岡市 公共交通の結節点であり、多くの

市民にとって訪れやすい中心市街地

の厚生会館地区に市役所機能の一部

を移転することにより、より便利で、

市民に開かれた、次世代に誇れる新

しい市役所の実現を図る。 

「まちなか型公共サービス」の拠

点である市役所機能の一部を厚生会

館地区に配置する本事業は、まちに

来る人やまちで働く人を増やすこと

を目標とする中心市街地の活性化に

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 
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必要な事業である。 

●事業名 

厚生会館地区施設除却・

解体事業 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

まちなか賑わい交流セン

ター（仮称）整備事業 

●内容 

大手通中央東地区市街地

再開発ビル内にまちなか

賑わい交流センター（仮

称）を整備する。 

●実施時期 

平成20年度～22年度 

長岡市 大手通中央東地区市街地再開発事

業の再開発ビル内にまちなか賑わい

交流センター（仮称）を整備し、中

心市街地における新たな学びと交流

の場となる「まちなかキャンパス」

を展開する。 

学習機会の質的な充実と市民の交

流機会の増加に寄与する本事業は、

まちに来る人やまちで働く人を増や

すことを目標とする中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 

 

●事業名 

大手通中央東地区市民協

働まちづくり実践まちな

か型市役所整備事業 

●内容 

大手通中央東地区市街地

再開発ビル内にまちなか

型市役所を整備する。 

●実施時期 

平成20年度～22年度 

長岡市 大手通中央東地区市街地再開発事

業の再開発ビル内に、市役所機能の

一部を整備する。 

市民のだれもが訪れやすい中心市

街地に、市民との協働のまちづくり

を実践するまちなか型市役所を配置

する本事業は、まちに来る人やまち

で働く人を増やすことを目標とする

中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 

 

●事業名 

まちなかキャンパス（仮

称）事業調査事業 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

まちなか子育て施設整備

事業 

●内容 

大手通中央西地区市街地

再開発事業で一時保育施

設等を設置する。 

●実施時期 

平成20年度～22年度 

長岡市 大手通中央西地区市街地再開発事

業の再開発ビル内に一時保育施設を

はじめとした子育て支援施設を整備

する。 

子どもを連れてきても安心して中

心市街地で働いたり、買い物をした

りできるなど、子育てする人を支援

する本事業は、まちに来る人やまち

で働く人を増やすことを目標とする

中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 

 

●事業名 (社 )中越 大手通中央東地区市街地再開発事 ●支援措置  

必要な事業である。 

●事業名 

厚生会館地区施設除却・

解体事業 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

まちなか賑わい交流セン

ター（仮称）整備事業 

●内容 

大手通中央東地区市街地

再開発ビル内にまちなか

賑わい交流センター（仮

称）を整備する。 

●実施時期 

平成20年度～22年度 

長岡市 大手通中央東地区市街地再開発事

業の再開発ビル内にまちなか賑わい

交流センター（仮称）を整備し、中

心市街地における新たな学びと交流

の場となる「まちなかキャンパス」

を展開する。 

学習機会の質的な充実と市民の交

流機会の増加に寄与する本事業は、

まちに来る人やまちで働く人を増や

すことを目標とする中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 

 

●事業名 

大手通中央東地区市民協

働まちづくり実践まちな

か型市役所整備事業 

●内容 

大手通中央東地区市街地

再開発ビル内にまちなか

型市役所を整備する。 

●実施時期 

平成20年度～22年度 

長岡市 大手通中央東地区市街地再開発事

業の再開発ビル内に、市役所機能の

一部を整備する。 

市民のだれもが訪れやすい中心市

街地に、市民との協働のまちづくり

を実践するまちなか型市役所を配置

する本事業は、まちに来る人やまち

で働く人を増やすことを目標とする

中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 

 

●事業名 

まちなかキャンパス（仮

称）事業調査事業 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

まちなか子育て施設整備

事業 

●内容 

大手通中央西地区市街地

再開発事業で一時保育施

設等を設置する。 

●実施時期 

平成20年度～22年度 

長岡市 大手通中央西地区市街地再開発事

業の再開発ビル内に一時保育施設を

はじめとした子育て支援施設を整備

する。 

子どもを連れてきても安心して中

心市街地で働いたり、買い物をした

りできるなど、子育てする人を支援

する本事業は、まちに来る人やまち

で働く人を増やすことを目標とする

中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 

 

●事業名 (社 )中越 大手通中央東地区市街地再開発事 ●支援措置  
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中越市民防災安全大学事

業 

●内容 

まちなか賑わい交流セン

ター等において、地域の

防災リーダー養成のため

の講座を開講する。 

●実施時期 

平成19年度～22年度 

防 災 安 全

推進機構 

業の再開発ビル内に整備する「まち

なか賑わい交流センター」において、

地域の防災リーダーとなる「中越市

民防災安全士」の養成や市民による

防災安全活動の推進・普及を図る。 

市民向けの講座を開催する本事業

は、まちに来る人を増やすことを目

標とする中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成19年度 

～22年度 

●事業名 

まちづくり活動事業 

●内容 

中心市街地における情報

提供、ワークショップ、

イベントなどを実施す

る。 

●実施時期 

平成18年度～22年度 

Ｎ Ｐ Ｏ 法

人 ま ち な

か考房 

中心市街地整備推進機構に指定し

ている「ＮＰＯ法人まちなか考房」

が、市民や地域の事業者等と連携し

て、情報提供、ワークショップ、イ

ベント開催等の活動を実施する。 

市民の来街機会の創出に寄与する

本事業は、まちに来る人を増やすこ

とを目標とする中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成18年度 

～22年度 

 

●事業名 

厚生会館地区活用想定イ

ベント・ＰＲ事業 

●内容 

厚生会館地区の整備に合

わせ、様々なイベントを

開催する。 

●実施時期 

平成21年度～22年度 

長岡市 厚生会館地区の整備に合わせて

様々なイベントを開催し、シティホ

ールの活用をＰＲするとともに、活

性化の機運を高める。 

厚生会館地区整備事業のＰＲイベ

ントを開催する本事業は、まちに来

る人やまちで活動する人を増やすこ

とを目標とする中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成21年度～

22年度 

 

中越市民防災安全大学事

業 

●内容 

まちなか賑わい交流セン

ター等において、地域の

防災リーダー養成のため

の講座を開講する。 

●実施時期 

平成19年度～22年度 

防 災 安 全

推進機構 

業の再開発ビル内に整備する「まち

なか賑わい交流センター」において、

地域の防災リーダーとなる「中越市

民防災安全士」の養成や市民による

防災安全活動の推進・普及を図る。 

市民向けの講座を開催する本事業

は、まちに来る人を増やすことを目

標とする中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成19年度 

～22年度 

●事業名 

まちづくり活動事業 

●内容 

中心市街地における情報

提供、ワークショップ、

イベントなどを実施す

る。 

●実施時期 

平成18年度～22年度 

Ｎ Ｐ Ｏ 法

人 ま ち な

か考房 

中心市街地整備推進機構に指定し

ている「ＮＰＯ法人まちなか考房」

が、市民や地域の事業者等と連携し

て、情報提供、ワークショップ、イ

ベント開催等の活動を実施する。 

市民の来街機会の創出に寄与する

本事業は、まちに来る人を増やすこ

とを目標とする中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成18年度 

～22年度 

 

●事業名 

厚生会館地区活用想定イ

ベント・ＰＲ事業 

●内容 

厚生会館地区の整備に合

わせ、様々なイベントを

開催する。 

●実施時期 

平成21年度～22年度 

 

 

長岡市 厚生会館地区の整備に合わせて

様々なイベントを開催し、シティホ

ールの活用をＰＲするとともに、活

性化の機運を高める。 

厚生会館地区整備事業のＰＲイベ

ントを開催する本事業は、まちに来

る人やまちで活動する人を増やすこ

とを目標とする中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成21年度～

22年度 

 

●事業名 

まちなかホール代替活用

実験事業 

●内容 

長岡市公会堂（仮称）

の整備に伴う、厚生会館

のホール等の代替施設を

整備するとともに、公会

長岡市 長岡市公会堂（仮称）の整備に向

けた社会実験として、厚生会館地区

の工事期間中、現厚生会館利用者に

よる「まちなか」の賑わいを途切れ

させず、かつ公会堂整備後における

施設運営等を検討する。 

中心市街地の空きビルを厚生会館

の中・小ホール等の代替施設として

仮設整備し、効果的な運営方法を検

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 
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●事業名 

まちなかホール代替活用

実験事業 

●内容 

長岡市公会堂（仮称）

の整備に伴う、厚生会館

のホール等の代替施設を

整備するとともに、公会

堂整備後における施設運

営等を検討する。 

●実施時期 

平成20年度～22年度 

長岡市 長岡市公会堂（仮称）の整備に向

けた社会実験として、厚生会館地区

の工事期間中、現厚生会館利用者に

よる「まちなか」の賑わいを途切れ

させず、かつ公会堂整備後における

施設運営等を検討する。 

中心市街地の空きビルを厚生会館

の中・小ホール等の代替施設として

仮設整備し、効果的な運営方法を検

討する本事業は、まちに来る人やま

ちで活動する人を増やすことを目標

とする中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 

 

●事業名 

まちなか情報発信事業 

 

●内容 

ＮＰＯ法

人復興支

援ネット

ワーク・フ

ェニック

ス 

民間主体のまちづくりを促進する

ため、「ＮＰＯ法人復興支援ネッ

トワーク・フェニックス」が大型

ＬＥＤビジョンや情報発信基地を

設置し、市内の各種イベントと連

携した視覚的情報発信と情報案内

事業を行う。賑わいの効果的な演

出と活性化に向けたＰＲ・広報活

動を実施する本事業は、まちに来

る人を増やすことを目標とする中

心市街地の活性化に必要な事業で

ある。

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

 

●実施時期 

平成22年度

中心市街地において、視

覚的情報発信・情報案内

事業を実施する。 

 

●実施時期 

平成22年度

 

 

 

 

（２）－②～（４）（略） 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と

一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］（略） 

［２］具体的事業の内容 

（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業（93ページ） 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

大手通中央東地区第一種

市街地再開発事業（再掲） 

●内容 

市街地再開発事業で集合

住宅の整備を行う。 

 

大 手 通 中

央 東 地 区

市 街 地 再

開発組合 

市街地再開発事業で機能更新を図

るビル内に、集合住宅（14戸）を整

備することにより、中心市街地の居

住の推進を図る。 

中心市街地に新たな集合住宅を整

備する本事業は、まちに住む人を増

やすことを目標とする中心市街地の

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成18年度 

 

堂整備後における施設運

営等を検討する。 

●実施時期 

平成20年度～22年度 

討する本事業は、まちに来る人やま

ちで活動する人を増やすことを目標

とする中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

（２）－②～（４）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と

一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］（略） 

［２］具体的事業の内容 

（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業（93ページ） 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

大手通中央東地区第一種

市街地再開発事業（再掲）

●内容 

市街地再開発事業で集合

住宅の整備を行う。 

大 手 通 中

央 東 地 区

市 街 地 再

開発組合 

市街地再開発事業で機能更新を図

るビル内に、集合住宅（14戸）を整

備することにより、中心市街地の居

住の推進を図る。 

中心市街地に新たな集合住宅を整

備する本事業は、まちに住む人を増

やすことを目標とする中心市街地の

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成18年度 

～22年度 
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●実施時期 

平成18年度～22年度 

活性化に必要な事業である。 ～22年度 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

大手通中央西地区第一種

市街地再開発事業（再掲） 

●内容 

市街地再開発事業で集合

住宅の整備を行う。 

●実施時期 

平成17年度～22年度 

個 人 施 行

者 協 同 組

合丸専 

市街地再開発事業で機能更新を図

るビル内に、集合住宅（63戸）を整

備することにより、中心市街地の居

住の推進を図る。 

中心市街地に新たな集合住宅を整

備する本事業は、まちに住む人を増

やすことを目標とする中心市街地の

活性化に必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（地域住宅計

画） 

 

●実施時期 

平成17年度 

～22年度 

 

●事業名 

住宅政策マスタープラン

策定事業度 

（略） （略） （略） （略） 

（３）～（４）（略） 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事

項 

［１］（略） 

［２］具体的事業の内容 

（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業（96ページ・97ページ） 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

大手通中央東地区第一種

市街地再開発事業（再掲） 

●内容 

業務施設及び商業施設等

の整備を市街地再開発事

業で行う。 

 

●実施時期 

平成18年度～22年度 

大 手 通 中

央 東 地 区

市 街 地 再

開発組合 

市街地再開発事業で機能更新を図

るビル内に、行政及び民間企業が入

居する業務施設や商業施設を整備す

ることにより、中心市街地の商業の

活性化と経済活力の向上を図る。 

中心市街地に新たな業務拠点、商

業拠点を整備する本事業は、まちに

来る人やまちで働く人を増やすこと

を目標とする中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成18年度 

～22年度 

 

●事業名 （略） （略） （略） （略） 

●実施時期 

平成18年度～22年度 

活性化に必要な事業である。 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

大手通中央西地区第一種

市街地再開発事業（再掲）

●内容 

市街地再開発事業で集合

住宅の整備を行う。 

●実施時期 

平成17年度～22年度 

個 人 施 行

者 協 同 組

合丸専 

市街地再開発事業で機能更新を図

るビル内に、集合住宅（63戸）を整

備することにより、中心市街地の居

住の推進を図る。 

中心市街地に新たな集合住宅を整

備する本事業は、まちに住む人を増

やすことを目標とする中心市街地の

活性化に必要な事業である。 

●支援措置 

地域住宅交付

金 

 

●実施時期 

平成17年度 

～22年度 

 

●事業名 

住宅政策マスタープラン

策定事業 

（略） （略） （略） （略） 

（３）～（４）（略） 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事

項 

［１］（略） 

［２］具体的事業の内容 

（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業（96ページ・97ページ） 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

大手通中央東地区第一種

市街地再開発事業（再掲）

●内容 

業務施設及び商業施設等

の整備を市街地再開発事

業で行う。 

 

●実施時期 

平成18年度～22年度 

大 手 通 中

央 東 地 区

市 街 地 再

開発組合 

市街地再開発事業で機能更新を図

るビル内に、行政及び民間企業が入

居する業務施設や商業施設を整備す

ることにより、中心市街地の商業の

活性化と経済活力の向上を図る。 

中心市街地に新たな業務拠点、商

業拠点を整備する本事業は、まちに

来る人やまちで働く人を増やすこと

を目標とする中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成18年度 

～22年度 

 

●事業名 （略） （略） （略） （略） 
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情報発信・交流・賑わい

創出拠点設置運営事業 

●事業名 

中心商店街合同イベント

開催事業 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

大手通中央西地区第一種

市街地再開発事業（再掲） 

●内容 

商業施設等の整備を市街

地再開発事業で行う。 

●実施時期 

平成17年度～22年度 

個 人 施 行

者 協 同 組

合丸専 

市街地再開発事業で機能更新を図

るビル内に、従前権利者の既存店舗

を中心とした商業施設を整備するこ

とにより、中心市街地の商業の活性

化を図る。 

商業店舗の機能更新と魅力の向上

を図り、来街者の増加に寄与する本

事業は、まちに来る人やまちで働く

人を増やすことを目標とする中心市

街地の活性化に必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（地域住宅計

画） 

●実施時期 

平成17年度 

～22年度 

 

●事業名 

商業・商店街活性化アド

バイザー活用事業 

    

（３）～（４）（略） 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］（略） 

［２］具体的事業の内容 

（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業（103ページ・104ページ）

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

ＪＲ長岡駅大手口駅前広

場再整備事業 

（再掲） 

●内容 

ＪＲ長岡駅東口にエスカ

レーターを新設するとと

もに、駅東西自由通路を

大手口側に延伸し、ペデ

ストリアンデッキを整備

する。 

長岡市 ＪＲ長岡駅にエスカレーターやペ

デストリアンデッキを整備し、駅周

辺のアクセス性を高めることによ

り、鉄道・バス等の公共交通機関の

利用者及び長岡駅の東西を往来する

歩行者の利便性の向上を図る。 

公共交通の結節点であり、本市の

玄関口となるＪＲ長岡駅の利便性を

高める本事業は、まちに来る人を増

やすことを目標とする中心市街地の

活性化に必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成18年度 

～22年度 

 

情報発信・交流・賑わい

創出拠点設置運営事業 

●事業名 

中心商店街合同イベント

開催事業 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

大手通中央西地区第一種

市街地再開発事業（再掲）

●内容 

商業施設等の整備を市街

地再開発事業で行う。 

●実施時期 

平成17年度～22年度 

個 人 施 行

者 協 同 組

合丸専 

市街地再開発事業で機能更新を図

るビル内に、従前権利者の既存店舗

を中心とした商業施設を整備するこ

とにより、中心市街地の商業の活性

化を図る。 

商業店舗の機能更新と魅力の向上

を図り、来街者の増加に寄与する本

事業は、まちに来る人やまちで働く

人を増やすことを目標とする中心市

街地の活性化に必要な事業である。 

●支援措置 

地域住宅交付

金 

●実施時期 

平成17年度 

～22年度 

 

●事業名 

商業・商店街活性化アド

バイザー活用事業 

    

（３）～（４）（略） 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］（略） 

［２］具体的事業の内容 

（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業（103ページ・104ページ）

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び実 

施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

ＪＲ長岡駅大手口駅前広

場再整備事業 

（再掲） 

●内容 

ＪＲ長岡駅東口にエスカ

レーターを新設するとと

もに、駅東西自由通路を

大手口側に延伸し、ペデ

ストリアンデッキを整備

する。 

長岡市 ＪＲ長岡駅にエスカレーターやペ

デストリアンデッキを整備し、駅周

辺のアクセス性を高めることによ

り、鉄道・バス等の公共交通機関の

利用者及び長岡駅の東西を往来する

歩行者の利便性の向上を図る。 

公共交通の結節点であり、本市の

玄関口となるＪＲ長岡駅の利便性を

高める本事業は、まちに来る人を増

やすことを目標とする中心市街地の

活性化に必要な事業である。 

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成18年度 

～22年度 
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●実施時期 

平成18年度～22年度 

●事業名 

交通対策事業 

●内容 

市街地循環バス（中央循

環バス「くるりん」、南

循環バス）等の運行を行

う。 

●実施時期 

平成18年度～22年度 

越 後 交 通

(株)、長岡

市 

自動車を運転しない人の移動手段

の確保と来街者の利便性の向上を図

るため、長岡市が助成しながら市街

地を循環するバス等を運行する。 

過度に自動車に依存しない中心市

街地の形成に資する本事業は、まち

に来る人を増やすことを目標とする

中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成18年度 

～22年度 

 

●事業名 

シャトルバス運行社会実

験事業 

●内容 

シビックコア地区に駐車

場を確保し、駐車場から

中心市街地への連絡バス

を運行する社会実験を実

施する。 

●実施時期 

平成20年度～22年度 

 

長岡市 

 

中心市街地への来街を促進するた

め、シビックコア地区と長岡駅を結

ぶシャトルバスの社会実験を実施す

る。 

中心市街地への来街の促進と来街

者の利便性の向上に資する本事業

は、まちに来る人を増やすことを目

標とする中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 

 

●事業名 

交通円滑化対策調査事業 

●内容 

中心市街地への市役所機

能の一部移転などに伴

い、交通量の増加が見込

まれることから総合的な

交通円滑化対策について

検討する。 

●実施時期 

平成20年度～22年度 

長岡市 中心市街地への市役所機能の一部

移転に伴い整備する駐車場や周辺施

設への案内誘導方法などについて検

討し、自動車利用による来街者の利

便性の向上を図る。 

中心市街地を自動車で訪れる人に

各施設への適切な案内誘導を図る本

事業は、まちに来る人を増やすこと

を目標とする中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

（都市再生整

備計画） 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 

 

（２）－②～（４）（略） 

 

 

 

 

●実施時期 

平成18年度～22年度 

●事業名 

交通対策事業 

●内容 

市街地循環バス（中央循

環バス「くるりん」、南

循環バス）等の運行を行

う。 

●実施時期 

平成18年度～22年度 

越 後 交 通

(株)、長岡

市 

自動車を運転しない人の移動手段

の確保と来街者の利便性の向上を図

るため、長岡市が助成しながら市街

地を循環するバス等を運行する。 

過度に自動車に依存しない中心市

街地の形成に資する本事業は、まち

に来る人を増やすことを目標とする

中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成18年度 

～22年度 

 

●事業名 

シャトルバス運行社会実

験事業 

●内容 

シビックコア地区に駐車

場を確保し、駐車場から

中心市街地への連絡バス

を運行する社会実験を実

施する。 

●実施時期 

平成20年度～22年度 

 

長岡市 

 

中心市街地への来街を促進するた

め、シビックコア地区と長岡駅を結

ぶシャトルバスの社会実験を実施す

る。 

中心市街地への来街の促進と来街

者の利便性の向上に資する本事業

は、まちに来る人を増やすことを目

標とする中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 

 

●事業名 

交通円滑化対策調査事業 

●内容 

中心市街地への市役所機

能の一部移転などに伴

い、交通量の増加が見込

まれることから総合的な

交通円滑化対策について

検討する。 

●実施時期 

平成20年度～22年度 

長岡市 中心市街地への市役所機能の一部

移転に伴い整備する駐車場や周辺施

設への案内誘導方法などについて検

討し、自動車利用による来街者の利

便性の向上を図る。 

中心市街地を自動車で訪れる人に

各施設への適切な案内誘導を図る本

事業は、まちに来る人を増やすこと

を目標とする中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

●支援措置 

まちづくり交

付金 

●実施時期 

平成20年度 

～22年度 

 

（２）－②～（４）（略） 
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◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施場所（106ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施場所（106ページ） 

・戦災資料館運営事業 

・まちなかｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ事業 

＜その他の事業＞ 

・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ歩行者空間ﾈｯﾄﾜｰｸ整備事業 

・柿川広域河川改修事業 

・駐車場情報配信ｼｽﾃﾑ整備事業 

・まちづくり活動事業 

・まちなかホール代替活用実験事業 

・住宅政策ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ策定事業 

・情報発信・交流・賑わい創出拠点設置運営事業 

・中心商店街合同ｲﾍﾞﾝﾄ開催事業 

・商業・商店街活性化ｱﾄ゙ﾊﾞｲｻﾞー 活用事業 

・新規出店者育成支援事業 

・中心市街地事務所集積促進事業 

・チャレンジショップ運営事業 

・商店街ライトアップ促進事業 

・共通駐車券・お買い物ﾊﾞｽ券事業 

・中心商店街の100 円駐車場運営事業 

・個別商店街の活性化事業 

・長岡の安心な中心街をつくる会のﾊ゚ﾄﾛー ﾙ事業 

・露店市場管理運営事業(五・十の市) 

・ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ運行社会実験事業 

・交通円滑化対策調査事業 

・ノンステップバス等導入 

・ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの拡充 

・事業効果検証分析調査及びまちづくり方策

検討調査事業 

･中心市街地再開発事業化検討調査事業

・市道整備事業（厚生会館地区） 

・長岡市公会堂(仮称)整備事業 

・宝田広場整備事業、長岡セントラル広場整

備事業 

・屋根付き広場等整備事業 

・市民活動ホール(仮称)整備事業 

・厚生会館地区市役所事務機能整備事業 

・厚生会館地区施設除却・解体事業 

・厚生会館地区駐車場活用事業 

・屋根付き広場活用事業 

・屋根付き広場運営方法検討事業 

・シティホール仮囲いデザイン事業 

・厚生会館地区活用想定ｲﾍﾞﾝﾄ・ＰＲ事業 

・本庁舎会議室等活用事業 

・長町一丁目地区街なみ環境整備事業 

・JR 長岡駅大手口駅前広場再整備事業 

・JR長岡駅大手口地下自転車駐車場整備事業 

・河井継之助記念館運営事業 

・交通対策事業 

・大手通中央東地区第一種市街地再開発事業 

・まちなか賑わい交流センター(仮称)整備事業 

・大手通中央東地区市民協働まちづくり実践

まちなか型市役所整備事業 

・まちなかキャンパス(仮称)事業調査事業 

・中越市民防災安全大学事業 

・長岡アーカイブスセンター(仮称)整備事業 

・市民センターの運営 

・ちびっこ広場・まちなか保育園の運営 

・まちの駅の運営・ネットワーク化事業 

・大手通中央西地区第一種市街地再開発事業 

・まちなか子育て施設整備事業 

・子育てフェスティバルの開催 

 

・大手通表町地区市街地再開発事業

・市民活動まつりの開催 

・長岡まつり前夜祭・昼行事の開催 

・米百俵まつりの開催 

・高齢者向け優良賃貸住宅

家賃減額補助事業 

・市街地再開発推進事業 

・交通対策事業 

＜その他の事業＞ 

・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ歩行者空間ﾈｯﾄﾜｰｸ整備事業 

・柿川広域河川改修事業 

・駐車場情報配信ｼｽﾃﾑ整備事業 

・まちづくり活動事業 

・まちなかホール代替活用実験事業 

・住宅政策ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ策定事業 

・情報発信・交流・賑わい創出拠点設置運営事業 

・中心商店街合同ｲﾍﾞﾝﾄ開催事業 

・商業・商店街活性化ｱﾄ゙ﾊﾞｲｻﾞー 活用事業 

・新規出店者育成支援事業 

・中心市街地事務所集積促進事業 

・チャレンジショップ運営事業 

・商店街ライトアップ促進事業 

・共通駐車券・お買い物ﾊﾞｽ券事業 

・中心商店街の100 円駐車場運営事業 

・個別商店街の活性化事業 

・長岡の安心な中心街をつくる会のﾊ゚ﾄﾛー ﾙ事業 

・露店市場管理運営事業(五・十の市) 

・ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ運行社会実験事業 

・交通円滑化対策調査事業 

・ノンステップバス等導入 

・ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの拡充 

・事業効果検証分析調査及びまちづくり

方策検討調査事業 

･中心市街地再開発事業化検討調査事業

・長町一丁目地区街なみ環境整備事業 

・河井継之助記念館運営事業 

・戦災資料館運営事業 

・まちなかｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ事業 

・JR 長岡駅大手口駅前広場再整備事業 

・JR長岡駅大手口地下自転車駐車場整備事業 

・市道整備事業（厚生会館地区） 

・長岡市公会堂(仮称)整備事業 

・宝田広場整備事業、長岡セントラル広場整

備事業 

・屋根付き広場等整備事業 

・市民活動ホール(仮称)整備事業 

・厚生会館地区市役所事務機能整備事業 

・厚生会館地区施設除却・解体事業 

・厚生会館地区駐車場活用事業 

・屋根付き広場活用事業 

・屋根付き広場運営方法検討事業 

・シティホール仮囲いデザイン事業 

・厚生会館地区活用想定ｲﾍﾞﾝﾄ・ＰＲ事業 

・本庁舎会議室等活用事業 

・市民センターの運営 

・ちびっこ広場・まちなか保育園の運営 

・まちの駅の運営・ネットワーク化事業 

・子育てフェスティバルの開催 

・交通対策事業 
・大手通表町地区市街地再開発事業 

・再開発事業等促進研究事業 

・市民活動まつりの開催 

・長岡まつり前夜祭・昼行事の開催 

・米百俵まつりの開催 

・高齢者向け優良賃貸住宅

家賃減額補助事業 

・大手通中央西地区第一種市街地再開発事業 

・まちなか子育て施設整備事業 

・交通対策事業 

・大手通中央東地区第一種市街地再開発事業 

・まちなか賑わい交流センター(仮称)整備事業 

・大手通中央東地区市民協働まちづくり実践

まちなか型市役所整備事業 

・まちなかキャンパス(仮称)事業調査事業 

・中越市民防災安全大学事業 

・長岡アーカイブスセンター(仮称)整備事業 

 

・まちなか情報発信事業


